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伊丹市障害者日中一時支援事業実施要綱（平成３０年４月制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，伊丹市地域生活支援事業実施要綱（以下「実施要綱」とい

う。）第２条第１項第９号に規定する日中一時支援事業（以下「事業」という。）

の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 

 (事業の内容) 

第２条 この事業は，障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等（以下「支援施設

等」という。）において，事業を利用する障害者・児（以下「障害者等」という。）

に活動の場を提供し，見守り，社会に適応するための日常的な世話を行うことによ

り，障害者等の日中における活動の場を確保し，障害者等を日常的に介護している

家族の一時的な休息を確保するために行うものとする。 

 

（対象者） 

第３条 この事業の対象となる者は，市内に居住地（実施要綱第４条第２項に規定する

居住地特例地を含む。）を有し，実施要綱第４条第１項第１ 

号から第６号のいずれかに該当する障害者等であって，日中において監護する者がいな

いため，一時的に見守り等の支援が必要な者のうち，次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）第５条第８項に規定する短期入所の支給決定

を受けた者 

⑵ 法第５条第１７項に規定する共同生活援助の支給決定を受けている者のうち共

同生活住居においてサービスを受けている者 

⑶ その他市長が特に必要と認める者 

 

（事業の実施） 

第４条 事業は，次に掲げる者のうち，市長が事業を運営する者として指定した者に委託

することにより実施する。 

⑴ 法第２９条第１項に定める指定障害福祉サービス事業者であって，次に掲げる事業 

を行う者 

ア 指定短期入所の事業 

イ 共同生活住居を有し,かつ本市が共同生活援助の支給決定を行った者が当該住居 

を利用している場合の指定共同生活援助の事業 

⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指定 
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障害児通所支援事業者であって，放課後等デイサービスの事業を行う者 
２ 前項に規定する者のほか,市長が必要と認めるときは,伊丹市地域生活支援事業実施要

綱（平成１８年１０月制定）別記４第５条第３項の規定によりなお従前のとおり日中一

時支援事業を実施できることとされた者に,事業の実施を委託することができる。 
 
（利用の制限） 

第５条 事業を利用する障害者等は，事業を利用している時間において，居宅介護サー

ビス等その他の障害福祉サービス等を，同時に利用できないものとする。 

 

（事業者の指定） 

第６条 事業を運営しようとする者（以下「事業者」という。）は，伊丹市障害者日中

一時支援事業指定申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類

を添えて市長に提出し，あらかじめ当該事業の指定を受けなければならない。 

⑴ 事業者の定款 

⑵ 従事者名簿，従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

⑶ 事業所の平面図及び設備の概要 

⑷ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑸ 短期入所若しくは共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又は放 

課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けていることがわか 

る書類の写し 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の申請書を受理したときは，その内容を十分審査のうえ，指定するこ

とが適当と認める場合，伊丹市障害者日中一時支援事業指定通知書（様式第２号）に

より，事業者に通知するものとする。 

３ 市長は，前項の審査をするにあたり，利用定員及び職員等の配置基準について，支

援施設等が適切なサービス提供ができるか否かに留意するものとする。 

 

（指定を受けた事項の変更等） 

第７条 前条の規定により指定を受けた事業者（以下「指定事業者」という。）は，指

定を受けた事項のうち，同条第１項の規定に関する書類の記載内容を変更，若しくは

事業を廃止しようとするときは，伊丹市障害者日中一時支援事業変更・廃止届（様式

第３号）を市長に届け出るものとする。 

２ 指定事業者は，利用者に対する支援の開始に際して，あらかじめ利用者等に対し，

利用者支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い，この事業の利用の開始について利用者の同意を得て，利用の契約を締結するもの

とする。 
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（利用申請） 

第８条 事業を新たに利用しようとする者（以下「申請者」という。）は，伊丹市障害

者日中一時支援事業利用申請書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

（利用決定等） 

第９条 市長は，前条の申請があったときは，その内容を審査し，利用の可否を決定

し，提供する支援の内容，利用期間，利用者負担上限額等を定めた書面により，利

用を却下するときは，その理由等を記載した書面により，申請者に通知するものと

する。 

２ 市長は，事業の利用を認め，支援の支給開始を決定した場合は，地域生活支援事業

受給者証（以下「受給者証」という。）を申請者に交付するものとする。 

 

（変更申請） 

第１０条 前条第１項の規定により事業の利用が認められ，支援の支給開始が決定され

た者（以下「利用者」という。）が，その決定内容について変更を申請する場合は，

伊丹市障害者日中一時支援事業利用変更申請書（様式第５号）を市長に提出するもの

とする。 

 

（変更通知） 

第１１条 市長は，前条の申請があったときは，その内容を審査し，変更の可否を決定

し，結果及び変更を認める場合にはその決定した変更の内容を書面により申請者に通

知するものとする。 

 

（利用期間） 

第１２条 この事業の利用期間は，第９条第１項の規定による決定をした日から起算し

て，１年の期間内において市長が定める期間とする。 

 

（継続申請） 

第１３条 利用者は，事業の利用の継続を申請しようとするときは，障害福祉サービ

ス及び介護保険の利用状況、継続を希望する支援の種類、内容等を記載した書面

を，市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，その内容を審査し，継続の可否を決定し，

その結果を書面により当該利用者に通知するものとする。この場合において，市長

は，支給する支援の内容，利用期間，利用者負担上限額等を変更することができる

ものとする。 
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（決定取消） 

第１４条 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，第９条第１項，第

１１条及び第１３条第２項に基づく決定を取り消すことができる。 

⑴ 第３条に規定する，利用対象要件に該当しなくなったとき。 

⑵ この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。 

⑶ 市外に転出したとき。（ただし，居住地特例による住所変更を除く。） 

⑷ 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。 

⑸ 第１８条で規定する利用料を滞納したとき。 

 

（利用の方法） 

第１５条 利用者は，事業を利用しようとするときは，事業者に直接依頼するものとす

る。この場合において，利用者は，受給者証を事業者に提示しなければならない。 

 

（利用日数等） 

第１６条 事業の利用は，原則として１月につき７日以内とする。ただし，市長がやむ

を得ない事由があると認めるときは，必要最小限の範囲で利用日数を増やすことがで

きる。 

２ 利用時間は，宿泊を伴わない１日の範囲内で，４時間未満，４時間以上８時間未満，

又は８時間以上の時間の区分で利用を行うことができる。 

 

（受給者証の再交付の申請） 

第１７条 利用者が，受給者証を紛失又は破損した場合は，地域生活支援事業受給者証

再交付申請書（様式第６号）により再交付を申請するものとする。 

 

（利用者負担） 

第１８条 利用者は，この事業による支援の支給を受けた場合は，当該支援を提供した

指定事業者に対し，毎月，別表１に定める単価に基づき計算した利用者負担額（以下

「月額利用料」という。）を支払わなければならない。 

２ この事業により提供される支援に要する費用のうち昼食，送迎サービス等に係る費

用は，前項に規定する月額利用料とは別に，利用者が負担しなければならない。 

 

（利用者負担上限月額） 

第１９条 前条に規定する月額利用料は，利用者の属する世帯の収入状況に応じ，別表

２で定める額を上限とする。 

２ 前項における世帯とは，事業の利用者が１８歳以上の場合にあっては利用者本人及

び同一世帯に属する配偶者，１８歳未満の場合にあっては利用者の保護者の属する住
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民基本台帳での世帯全員とする。 

 

（費用の請求及び支払） 

第２０条 指定事業者は，市長に対し，別表３に定める契約単価に基づき計算した費用

（以下「月額費用」という。）から第１８条第１項に規定する月額利用料を差し引い

た残余の額を，委託料として請求するものとする。ただし，月額利用料が前条第１項

に基づく負担上限月額を超える場合の委託料は，月額費用から当該負担上限月額を差

し引いた額とする。 

２ 事業者は利用の実績に応じ，伊丹市障害者日中一時支援事業利用申込及び利用確認

書（以下「利用確認書」という。）を，月毎に翌月の１０日までに，請求書を月毎に

翌月の２５日までに提出することとする。 

３ 市長は，前項による利用確認書を検査し適正であると認めたときは，請求書に基づ

き支払うものとする。 

 

（事業の記録） 

第２１条 指定事業者は，利用期間中の障害者等の生活状況を明らかにできる記録を整

備しておくものとする。 

２ 市長は，事業を適正に実施するため，事業者が行う業務の内容を定期的に調査し，

必要な措置を講ずるものとする。 

 

（守秘義務） 

第２２条 事業者は，利用者等の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければな

らない。 

 

（関係機関との連携） 

第２３条 市長は，この事業の目的を達成するため，関係行政機関・関係団体等と緊密

に連携を図り，この事業の円滑な推進に努める。 

 

（細則） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の規定は，平成３０年４月１日以降に行われた事業に基づく利用者負担額
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及び事業の実施にかかる費用の支払について適用し，この要綱の施行前に，改正前の

伊丹市地域支援事業実施要綱（平成１８年１０月１日制定）の別記４の規定により行

われた事業に基づく支払については，なお従前の例による。 

３ この要綱の施行日において，改正前の伊丹市地域支援事業実施要綱（平成１８年１

０月１日制定）の別記４の規定により指定を受けていた事業者は，この要綱の施行日に，

第６条の指定を受けたものとみなす。 

   付 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 付 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 
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＜利用者負担＞     別表１ 

 

１．１８歳以上 

障害支援区分 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上   

区分６ 220 450 680   

区分５ 190 380 580   

区分４ 160 320 480   

区分３ 140 280 430   

区分２ 120 250 370   

区分１ 120 250 370   

療養介護対象者 610 1,230 1,840   

遷延性意識障害者等 350 710 1,070   

 

２．１８歳未満      

障害支援区分 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上   

区分３ 190 380 580   

区分２ 150 300 450   

区分１ 120 250 370   

療養介護対象者 610 1,230 1,840   

遷延性意識障害者等 350 710 1,070   

   

      

 
＜世帯区分＞                            別表２ 
 

世帯区分 世帯の収入状況 負担上限月額 
生活保護 生活保護受給世帯 ０円 
低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 
一般 市町村民税課税世帯 ３７，２００円 
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＜委託料＞                                

【３級地】 

 

１．１８歳以上  （単位：円） 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.90 

×２５／１０

０ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分６ 9,613 2,400 4,800 7,210 

区分５ 8,175 2,040 4,080 6,130 

区分４ 6,747 1,680 3,370 5,060 

区分３ 6,071 1,510 3,030 4,550 

区分２ 5,297 1,320 2,640 3,970 

区分１ 5,297 1,320 2,640 3,970 

療養介護対象者 25,942 6,480 12,970 19,450 

遷延性意識障害者等 15,129 3,780 7,560 11,340 

※障害支援区分の二次判定を受けておらず、区分認定を受けていない場合について

は、一次判定の区分を準用する。以下の各表においても同じ。 
※利用者が療養介護対象者及び遷延性意識障害者等である場合の契約単価は，事業

が病院又は診療所により行われる場合にあたっては,この表の療養介護対象者及び遷延

性意識障害者等の項に定める契約単価を, 病院又は診療所以外の事業所により行われ

る場合にあたっては,この表の区分６から区分１までの項に定める契約単価を,それぞれ適

用する。 

 

 

２．１８歳未満 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.90 

×２５／１０

０ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分３ 8,175 2,040 4,080 6,130 

区分２ 6,409 1,600 3,200 4,800 

区分１ 5,297 1,320 2,640 3,970 

療養介護対象者 25,942 6,480 12,970 19,450 

遷延性意識障害者等 15,129 3,780 7,560 11,340 

別表３ 
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【４級地】     

      

１．１８歳以上  （単位：円） 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.72 

×２５／１０

０ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分６ 9,455 2,360 4,720 7,090 

区分５ 8,040 2,010 4,020 6,030 

区分４ 6,635 1,650 3,310 4,970 

区分３ 5,971 1,490 2,980 4,470 

区分２ 5,209 1,300 2,600 3,900 

区分１ 5,209 1,300 2,600 3,900 

療養介護対象者 25,513 6,370 12,750 19,130 

遷延性意識障害者等 14,879 3,710 7,430 11,150 

 

 

 

２．１８歳未満 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.72  

×２５／１０

０ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分３ 8,040 2,010 4,020 6,030 

区分２ 6,303 1,570 3,150 4,720 

区分１ 5,209 1,300 2,600 3,900 

療養介護対象者 25,513 6,370 12,750 19,130 

遷延性意識障害者等 14,879 3,710 7,430 11,150 
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【５級地】     

      

１．１８歳以上  （単位：円） 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.60 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分６ 9,349 2,330 4,670 7,010 

区分５ 7,950 1,980 3,970 5,960 

区分４ 6,561 1,640 3,280 4,920 

区分３ 5,904 1,470 2,950 4,420 

区分２ 5,151 1,280 2,570 3,860 

区分１ 5,151 1,280 2,570 3,860 

療養介護対象者 25,228 6,300 12,610 18,920 

遷延性意識障害者等 14,712 3,670 7,350 11,030 

 

 

 

２．１８歳未満 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.60 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分３ 7,950 1,980 3,970 5,960 

区分２ 6,232 1,550 3,110 4,670 

区分１ 5,151 1,280 2,570 3,860 

療養介護対象者 25,228 6,300 12,610 18,920 

遷延性意識障害者等 14,712 3,670 7,350 11,030 
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【６級地】    

      

１．１８歳以上   （単位：円） 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.36 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分６ 9,137 2,280 4,560 6,850 

区分５ 7,770 1,940 3,880 5,820 

区分４ 6,412 1,600 3,200 4,800 

区分３ 5,770 1,440 2,880 4,320 

区分２ 5,034 1,250 2,510 3,770 

区分１ 5,034 1,250 2,510 3,770 

療養介護対象者 24,656 6,160 12,320 18,490 

遷延性意識障害者等 14,379 3,590 7,180 10,780 

 

 

 

２．１８歳未満      

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.36 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分３ 7,770 1,940 3,880 5,820 

区分２ 6,091 1,520 3,040 4,560 

区分１ 5,034 1,250 2,510 3,770 

療養介護対象者 24,656 6,160 12,320 18,490 

遷延性意識障害者等 14,379 3,590 7,180 10,780 
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【７級地】      

      

１．１８歳以上   （単位：円） 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.18 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分６ 8,978 2,240 4,480 6,730 

区分５ 7,635 1,900 3,810 5,720 

区分４ 6,301 1,570 3,150 4,720 

区分３ 5,670 1,410 2,830 4,250 

区分２ 4,947 1,230 2,470 3,710 

区分１ 4,947 1,230 2,470 3,710 

療養介護対象者 24,228 6,050 12,110 18,170 

遷延性意識障害者等 14,129 3,530 7,060 10,590 

 

 

 

２．１８歳未満      

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.18 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分３ 7,635 1,900 3,810 5,720 

区分２ 5,985 1,490 2,990 4,480 

区分１ 4,947 1,230 2,470 3,710 

療養介護対象者 24,228 6,050 12,110 18,170 

遷延性意識障害者等 14,129 3,530 7,060 10,590 
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【その他】      

      

１．１８歳以上   （単位：円） 

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.00 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分６ 8,820 2,200 4,410 6,610 

区分５ 7,500 1,870 3,750 5,620 

区分４ 6,190 1,540 3,090 4,640 

区分３ 5,570 1,390 2,780 4,170 

区分２ 4,860 1,210 2,430 3,640 

区分１ 4,860 1,210 2,430 3,640 

療養介護対象者 23,800 5,950 11,900 17,850 

遷延性意識障害者等 13,880 3,470 6,940 10,410 

 

 

 

２．１８歳未満      

障害支援区分 契約単価 ４時間未満 

４時間以上８

時間未満 ８時間以上 

  10.00 ×２５／１００ ×５０／１００ ×７５／１００ 

区分３ 7,500 1,870 3,750 5,620 

区分２ 5,880 1,470 2,940 4,410 

区分１ 4,860 1,210 2,430 3,640 

療養介護対象者 23,800 5,950 11,900 17,850 

遷延性意識障害者等 13,880 3,470 6,940 10,410 
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伊丹市障害者日中一時支援事業指定申請書 

 

年   月   日 

 

伊丹市長  様 

                 所在地 

申請者  

                 氏 名(名称及び代表者名)              

 

 

伊丹市障害者日中一時支援事業要綱第 6 条第 1 項の規定により，日中一時支援事業を行

う者として指定を受けたいので，下記の通り関係書類を添えて申請します。 

振込口座 

 銀行名  支店名  

 口座種別 普通 ・ 当座 ・ その他 （    ） 

 口座番号  

 フリガナ  

口座名義人  

※ 関係書類 

(1) 申請者の定款又は寄付行為 

(2) 従事者名簿，従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

(3) 事業所の平面図及び設備の概要 

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

(5) 短期入所若しくは共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又は放課 

後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けていることがわかる書

類の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 

申 

 

 

請 

 

 

者 

ふりがな  

名  称  

主たる事業所の所

在地 

（〒    －    ） 

電話・FAX 番号 
TEL FAX 

代表者の職･氏名 職名  
ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

事業所責任者 
ふりがな  

氏名  

（様式第 1 号） 
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伊丹市障害者日中一時支援事業指定通知書 

 

 

   年   月   日 

 

          様 

 

伊丹市長 

 

 

   年  月  日付で申請のあった伊丹市障害者日中一時支援事業について，次のと

おり登録したので，伊丹市障害者日中一時支援事業実施要綱第 6 条第 2 項の規定により通

知します。 

 

 

 

フリガナ  

事業所名 
 

所 在 地 

〒    － 

事業所責任者 

 

登録年月日       年    月    日 

事業所番号  

備 考 

 

 

(様式第 2 号) 
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伊丹市障害者日中一時支援事業変更・廃止届 
 

 年   月   日 
 

伊丹市長  様 
 
          事業者 住所(主たる事務所の所在地) 

 
 
 

              氏名(名称及び代表者の氏名) 
 
 
 

              電話番号  (   )     －           
 
 

次のとおり伊丹市障害者日中一時支援事業の変更(廃止)をしたいので，伊丹市障害者日
中一時支援事業実施要綱第 7 条第 1 項の規定により届出します。 
 

 届出事項 ※１ 変更        廃止 

変更事項 

 

変更内容 

 

       ※2 

変更前 

 

変更後 

 

変更(廃止)予定 

年月日 
     年    月     日 

変更(廃止)の理由  

※１ 変更・廃止のいずれかに○をすること。 

※２ 口座変更の場合は変更後の口座を下記に記入すること。 

振込口座 

 銀行名  支店名  

 口座種別 普通 ・ 当座 ・ その他 （    ） 

 口座番号  

 フリガナ  

口座名義人  

（様式第 3 号） 



 

伊丹市障害者日中一時支援事業利用申請書 
 

 

申請日     年  月  日 

伊丹市長 様 

住所                        

申請者（18 歳未満の場合は保護者氏名） 

 

                          

（保護者個人番号：               ） 

電話 （     ）                

 
日中一時支援事業を利用したいので，伊丹市障害者日中一時支援事業要綱第 8 条の規定に基づ

き下記の通り申請します。 

 

① 対象障害児・者について 

ふりがな 

氏 名 

 生年月日 年  月  日 

 個人番号  

健康保険証

の種類 

政・組・日 

船・共・国 
保険者名 

 
保険証 

番号 

 

障害支援 

区分 

□重症心身障害児（者）・遷延性意識障害児（者） 

□重度知的障害児（者）・重度身体障害児 

□中軽度知的障害児（者）・中軽度身体障害児 

□区分（     ） 

教育に 

ついて 

＊不就学  ＊在学（        学校）  ＊卒業（      年度） 

（      年在学中）  （       学校卒業） 

施設に 

ついて 

施設名：               施設区分 

在所期間：     年   月   日～    年   月   日 

グループ 

ホームに 

ついて 

ホーム名（                              ） 

有効期限（       年   月   日～    年   月   日） 

短期入所 

支給決定 

＊受けている 

＊受けていない 

身体障害者

手帳 

第      号 

(  種   級) 

療育

手帳 

第      号 

（Ａ・Ｂ１・Ｂ２） 

精神障害者保

健福祉手帳 

番号: 

(１・２・３ 級) 

障害名 

（身体障害者手帳

所持者のみ）  

(様式第４号) 
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服薬状況 

 

かかりつけ 

病院等 

①      病院      先生（担当病名            ） 

②      病院      先生（担当病名            ） 

その他 

保護先が留意 

すべき事項 

 

 

② 同居家族について（対象児・者を除く） 

氏名 
対象児・者

との続柄 
年齢 勤務・就学先 

備考 

主たる介護者等 

     

     

     

     

     

生活保護 □ 受けていない        □ 受けている 

市町村民税 □ 課税            □ 非課税世帯 

 

③利用中の緊急連絡先 

氏名  
続

柄 
 連絡先 （   ） 

 

④同意確認 
 この利用申請書に記載した内容について，必要な事項を保護先に伝えることに同意します。  

 

 

 

 

同 意 書 

  私は，今回の申請にかかる支給認定に必要のあるときは，以下について同意します。 

  伊丹市が私と私の世帯員の市民税について調査を行うこと。 

 

伊丹市長 様 

      年   月    日        申請者名(18 歳未満の場合は保護者名) 
                                                     

 

保護者署名 
 



 

 

伊丹市障害者日中一時支援事業利用変更申請書 
   

申請日：     年    月    日 

 

申請者(児童の場合は保護者名):              

 

住所：                        
  

伊丹市長  様 

   次のとおり申請します。 

利

用

希

望

者 

フリガナ  

生年月日 

 

    

年   月    日 氏 名  

居住地 

〒 

TEL：     

(18 歳未満の場合) 

保護者氏名  続 柄  

身 体 障 害 者

手帳 

第       号 

(  種    級) 

療育手帳 第      号 

（Ａ・Ｂ１・Ｂ２） 

精 神 障 害 者 保

健福祉手帳 

番号: 

(１・２・３ 級) 

障害名（身体障害者のみ） 
 

変更の理由 

 

変更の具体的内容 

 

同 意 書 
 私は，今回の申請にかかる支給認定に必要のあるときは，以下について同意します。 

 伊丹市が私と私の世帯員の市民税について調査を行うこと。 

 

伊丹市長 様 

      年   月    日        申請者名(18 歳未満の場合は保護者名) 

                                                    

(様式第５号) 
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地域生活支援事業受給者証再交付申請書 

 

伊丹市長  様 

 

    年    月    日 

 

□伊丹市障害者移動支援（ガイドヘルプ）事業実施要綱第１２条の規定に基づき 

□伊丹市障害者日中一時支援事業実施要綱第１７条の規定に基づき 

受給者証の再交付について申請します。 

 

受 給 者 証 

の 種 類 

１ 移動支援事業 

２ 日中一時支援事業 

受給者証 

番号 
 

 

フリガナ  
生年 

月日 
 年  月  日 利用にかかる 

障害者（保護者） 

氏      名 

 
 
 

居  住  地 
〒                      

 
電話番号 

フリガナ  続柄  

利用にかかる 

障害児の氏名 

 

 

生年

月日 
   年  月  日 

 

申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入） 

フリガナ  
本人と 

の関係 
 

氏  名                    

住  所 
〒 

                  電話番号 

 

申請の理由 

１ 汚損        ２ 紛失         

具体的な状況                              

 

※従前使用していた受給者証を添付すること。（紛失を除く。） 

（様式第６号） 


